
ワ
ー
キ
ン
グ
・
ホ
リ
デ
ー
制
度
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
ラ
ト
ビ
ア
共
和
国
政
府
と
の
間
の
協
定

日
本
国
政
府
及
び
ラ
ト
ビ
ア
共
和
国
政
府
（
以
下
「
両
締
約
国
政
府
」
と
総
称
し
、
個
別
に
「
締
約
国
政
府
」
と
い
う
。
）

は
、両

国
間
の
一
層
緊
密
な
協
力
関
係
を
促
進
す
る
と
の
精
神
の
下
に
、

両
国
間
の
相
互
理
解
を
促
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
民
、
特
に
青
少
年
に
対
し
、
他
方
の
国
の
文
化
及

び
一
般
的
な
生
活
様
式
を
正
当
に
理
解
す
る
た
め
の
一
層
広
範
な
機
会
を
提
供
す
る
こ
と
を
希
望
し
て
、

次
の
と
お
り
協
定
し
た
。

第
一
条

１

日
本
国
政
府
は
、
ラ
ト
ビ
ア
共
和
国
に
居
住
す
る
ラ
ト
ビ
ア
共
和
国
の
国
民
に
対
し
、
当
該
ラ
ト
ビ
ア
共
和
国
の
国
民
が

次
に
掲
げ
る
要
件
を
全
て
満
た
す
と
き
は
、
ワ
ー
キ
ン
グ
・
ホ
リ
デ
ー
査
証
を
無
償
で
発
給
す
る
。

主
と
し
て
休
暇
を
過
ご
す
た
め
に
日
本
国
に
入
国
す
る
意
図
を
有
す
る
こ
と
。

(a)

ワ
ー
キ
ン
グ
・
ホ
リ
デ
ー
査
証
の
申
請
時
の
年
齢
が
十
八
歳
以
上
三
十
歳
以
下
で
あ
る
こ
と
。

(b)



被
扶
養
者
（
日
本
国
政
府
が
発
給
し
た
ワ
ー
キ
ン
グ
・
ホ
リ
デ
ー
査
証
そ
の
他
の
査
証
を
所
持
す
る
被
扶
養
者
を
除

(c)
く
。
）
を
同
伴
し
な
い
こ
と
。

有
効
な
旅
券
及
び
帰
国
の
た
め
の
旅
行
切
符
又
は
当
該
旅
行
切
符
を
購
入
す
る
た
め
の
十
分
な
資
金
を
所
持
す
る
こ

(d)
と
。日

本
国
に
お
け
る
滞
在
の
当
初
の
期
間
に
生
計
を
維
持
す
る
た
め
の
相
当
な
資
金
を
所
持
す
る
こ
と
。

(e)

滞
在
終
了
時
に
日
本
国
を
出
国
す
る
意
図
を
有
す
る
こ
と
及
び
滞
在
す
る
間
に
在
留
資
格
を
変
更
し
な
い
こ
と
。

(f)

以
前
に
ワ
ー
キ
ン
グ
・
ホ
リ
デ
ー
査
証
の
発
給
を
日
本
国
政
府
か
ら
受
け
て
い
な
い
こ
と
。

(g)

日
本
国
に
お
い
て
効
力
を
有
す
る
法
令
に
よ
っ
て
要
求
さ
れ
る
十
分
な
健
康
保
険
に
加
入
す
る
こ
と
。

(h)

犯
罪
経
歴
を
有
し
な
い
こ
と
。

(i)

日
本
国
に
滞
在
す
る
間
、
日
本
国
に
お
い
て
効
力
を
有
す
る
法
令
を
遵
守
す
る
意
図
を
有
す
る
こ
と
。

(j)
２

１
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
国
政
府
は
、
受
理
し
た
個
別
の
査
証
の
申
請
を
承
認
し
な
い
権
利
を
留
保
す
る
。

第
二
条

１

ラ
ト
ビ
ア
共
和
国
政
府
は
、
日
本
国
に
居
住
す
る
日
本
国
民
に
対
し
、
当
該
日
本
国
民
が
次
に
掲
げ
る
要
件
を
全
て
満
た



す
と
き
は
、
ワ
ー
キ
ン
グ
・
ホ
リ
デ
ー
制
度
に
基
づ
く
長
期
査
証
を
無
償
で
発
給
す
る
。

主
と
し
て
休
暇
を
過
ご
す
た
め
に
ラ
ト
ビ
ア
共
和
国
に
入
国
す
る
意
図
を
有
す
る
こ
と
。

(a)

長
期
査
証
の
申
請
時
の
年
齢
が
十
八
歳
以
上
三
十
歳
以
下
で
あ
る
こ
と
。

(b)

被
扶
養
者
を
同
伴
し
な
い
こ
と
。

(c)

有
効
な
旅
券
及
び
帰
国
の
た
め
の
旅
行
切
符
又
は
当
該
旅
行
切
符
を
購
入
す
る
た
め
の
十
分
な
資
金
を
所
持
す
る
こ

(d)
と
。ラ

ト
ビ
ア
共
和
国
に
お
け
る
滞
在
の
当
初
の
期
間
に
生
計
を
維
持
す
る
た
め
の
相
当
な
資
金
を
所
持
す
る
こ
と
。

(e)

滞
在
終
了
時
に
ラ
ト
ビ
ア
共
和
国
を
出
国
す
る
意
図
を
有
す
る
こ
と
及
び
滞
在
す
る
間
に
在
留
資
格
を
変
更
し
な
い
こ

(f)
と
。以

前
に
ワ
ー
キ
ン
グ
・
ホ
リ
デ
ー
制
度
に
基
づ
く
長
期
査
証
の
発
給
を
ラ
ト
ビ
ア
共
和
国
か
ら
受
け
て
い
な
い
こ
と
。

(g)

ラ
ト
ビ
ア
共
和
国
に
お
い
て
効
力
を
有
す
る
法
令
に
よ
っ
て
要
求
さ
れ
る
十
分
な
健
康
保
険
に
加
入
す
る
こ
と
。

(h)

犯
罪
経
歴
を
有
し
な
い
こ
と
。

(i)

ラ
ト
ビ
ア
共
和
国
に
滞
在
す
る
間
、
ラ
ト
ビ
ア
共
和
国
に
お
い
て
効
力
を
有
す
る
法
令
を
遵
守
す
る
意
図
を
有
す
る
こ

(j)



と
。

２

１
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
ラ
ト
ビ
ア
共
和
国
政
府
は
、
受
理
し
た
個
別
の
査
証
の
申
請
を
承
認
し
な
い
権
利
を
留
保
す

る
。

第
三
条

１

日
本
国
政
府
は
、
ラ
ト
ビ
ア
共
和
国
の
国
民
に
対
し
、
ラ
ト
ビ
ア
共
和
国
に
あ
る
日
本
国
大
使
館
に
お
い
て
、
第
一
条
に

規
定
す
る
ワ
ー
キ
ン
グ
・
ホ
リ
デ
ー
査
証
を
申
請
す
る
こ
と
を
許
可
す
る
。
申
請
者
は
、
必
要
な
場
合
に
は
、
資
格
を
決
定

す
る
た
め
に
当
該
日
本
国
大
使
館
の
代
表
者
に
よ
る
面
接
を
受
け
る
。

２

ラ
ト
ビ
ア
共
和
国
政
府
は
、
日
本
国
民
に
対
し
、
日
本
国
に
あ
る
ラ
ト
ビ
ア
共
和
国
大
使
館
に
お
い
て
、
前
条
に
規
定
す

る
長
期
査
証
を
申
請
す
る
こ
と
を
許
可
す
る
。
申
請
者
は
、
必
要
な
場
合
に
は
、
資
格
を
決
定
す
る
た
め
に
当
該
ラ
ト
ビ
ア

共
和
国
大
使
館
の
代
表
者
に
よ
る
面
接
を
受
け
る
。

第
四
条

１

日
本
国
政
府
は
、
第
一
条
に
規
定
す
る
ワ
ー
キ
ン
グ
・
ホ
リ
デ
ー
査
証
（
有
効
な
も
の
に
限
る
。
）
を
所
持
す
る
ラ
ト
ビ

ア
共
和
国
の
国
民
に
対
し
、
入
国
の
日
か
ら
一
年
以
内
の
期
間
、
日
本
国
に
滞
在
す
る
こ
と
を
許
可
し
、
及
び
日
本
国
に
お



い
て
効
力
を
有
す
る
法
令
に
従
い
旅
行
資
金
を
補
う
目
的
で
休
暇
の
付
随
的
な
活
動
と
し
て
就
労
許
可
な
し
に
就
労
す
る
こ

と
を
認
め
る
。

２

ラ
ト
ビ
ア
共
和
国
政
府
は
、
第
二
条
に
規
定
す
る
長
期
査
証
（
有
効
な
も
の
に
限
る
。
）
を
所
持
す
る
日
本
国
民
に
対

し
、
入
国
の
日
か
ら
一
年
以
内
の
期
間
、
ラ
ト
ビ
ア
共
和
国
に
滞
在
す
る
こ
と
を
許
可
し
、
及
び
ラ
ト
ビ
ア
共
和
国
に
お
い

て
効
力
を
有
す
る
法
令
に
従
い
旅
行
資
金
を
補
う
目
的
で
休
暇
の
付
随
的
な
活
動
と
し
て
就
労
を
自
由
に
行
う
権
利
を
許
与

す
る
。

３

１
及
び
２
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
各
締
約
国
政
府
は
、
こ
の
協
定
に
基
づ
い
て
査
証
を
発
給
さ
れ
た
者
に
対
し
て
自
国

の
領
域
へ
の
入
国
を
拒
否
し
、
又
は
こ
の
協
定
に
基
づ
い
て
入
国
を
認
め
ら
れ
た
者
を
出
国
さ
せ
る
権
利
を
留
保
す
る
。

第
五
条

各
締
約
国
政
府
は
、
相
互
主
義
に
基
づ
き
、
他
方
の
国
の
国
民
に
毎
年
発
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
第
一
条
に
規
定
す
る
ワ
ー

キ
ン
グ
・
ホ
リ
デ
ー
査
証
又
は
第
二
条
に
規
定
す
る
長
期
査
証
の
数
を
決
定
す
る
も
の
と
し
、
外
交
上
の
経
路
を
通
じ
、
他
方

の
締
約
国
政
府
に
対
し
て
こ
の
数
を
通
報
す
る
。

第
六
条



こ
の
協
定
の
規
定
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
に
お
い
て
効
力
を
有
す
る
法
令
に
従
っ
て
実
施
さ
れ
る
。

第
七
条

１

両
締
約
国
政
府
は
、
こ
の
協
定
の
効
力
発
生
の
た
め
に
必
要
な
そ
れ
ぞ
れ
の
国
内
手
続
の
完
了
を
書
面
に
よ
り
相
互
に
通

告
す
る
。
こ
の
協
定
は
、
こ
れ
ら
の
通
告
が
受
領
さ
れ
た
日
の
う
ち
い
ず
れ
か
遅
い
方
の
日
の
後
三
十
日
目
の
日
に
効
力
を

生
ず
る
。

２

こ
の
協
定
の
解
釈
に
関
す
る
い
か
な
る
紛
争
も
、
外
交
上
の
経
路
を
通
じ
て
両
締
約
国
政
府
に
よ
り
解
決
さ
れ
る
。

３

こ
の
協
定
の
改
正
に
つ
い
て
は
、
い
つ
で
も
両
締
約
国
政
府
の
間
で
交
渉
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
い
か
な
る
改
正
も
、
書

面
に
よ
り
行
わ
れ
る
。

４

い
ず
れ
の
締
約
国
政
府
も
、
公
の
秩
序
を
理
由
と
し
て
、
こ
の
協
定
の
規
定
の
全
部
又
は
一
部
の
実
施
を
一
時
的
に
停
止

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
停
止
は
、
外
交
上
の
経
路
を
通
じ
て
他
方
の
締
約
国
政
府
に
直
ち
に
通
告
さ
れ
る
。

５

こ
の
協
定
は
、
無
期
限
に
効
力
を
有
す
る
。
い
ず
れ
の
一
方
の
締
約
国
政
府
も
、
外
交
上
の
経
路
を
通
じ
、
他
方
の
締
約

国
政
府
に
対
し
て
三
箇
月
前
ま
で
に
書
面
に
よ
る
通
告
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
協
定
を
終
了
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

６

こ
の
協
定
の
終
了
又
は
こ
の
協
定
の
い
か
な
る
規
定
の
実
施
の
停
止
の
後
に
お
い
て
も
、
両
締
約
国
政
府
に
よ
り
外
交
上



の
経
路
を
通
じ
て
別
段
の
決
定
が
行
わ
れ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
各
締
約
国
政
府
は
、
他
方
の
国
の
国
民
で
あ
っ
て
、
当
該

終
了
又
は
当
該
停
止
の
日
に
お
い
て
、
第
一
条
に
規
定
す
る
ワ
ー
キ
ン
グ
・
ホ
リ
デ
ー
査
証
（
有
効
な
も
の
に
限
る
。
）
若

し
く
は
第
二
条
に
規
定
す
る
長
期
査
証
（
有
効
な
も
の
に
限
る
。
）
を
発
給
さ
れ
、
又
は
第
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
当
該
締

約
国
政
府
の
国
の
領
域
に
滞
在
す
る
こ
と
を
許
可
さ
れ
て
い
る
も
の
の
入
国
又
は
滞
在
の
要
請
に
つ
い
て
好
意
的
な
考
慮
を

払
う
。

以
上
の
証
拠
と
し
て
、
下
名
は
、
各
自
の
政
府
か
ら
正
当
に
委
任
を
受
け
て
こ
の
協
定
に
署
名
し
た
。

二
千
二
十
二
年
十
月
十
一
日
に
リ
ガ
で
、
ひ
と
し
く
正
文
で
あ
る
日
本
語
、
ラ
ト
ビ
ア
語
及
び
英
語
に
よ
り
本
書
二
通
を
作

成
し
た
。
解
釈
に
相
違
が
あ
る
場
合
に
は
、
英
語
の
本
文
に
よ
る
。



日
本
国
政
府
の
た
め
に

ラ
ト
ビ
ア
共
和
国
政
府
の
た
め
に


